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職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和４年１２月２３日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―４３）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

別表第３３（第２２条関係）

昇格時号給対応表

１ 行政職給料表昇格時号給対応表

別表第３３（第２２条関係）

昇格時号給対応表

１ 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した

日の前日

に受けて

いた号給

昇格後の号給 昇格した

日の前日

に受けて

いた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

１～５８ 省略 １～５８ 省略

５９ ２５ 省略 ５９ ２６ 省略

６０ 省略 ６０ 省略

６１ ２６ 省略 ６１ ２７ 省略

６２ ２６ 省略 ６２ ２７ 省略

６３ ２７ 省略 ６３ ２８ 省略

６４ ２７ 省略 ６４ ２８ 省略

６５ ２７ 省略 ６５ ２９ 省略

６６ ２８ 省略 ６６ ２９ 省略

６７ ２８ 省略 ６７ ３０ 省略

６８ ２８ 省略 ６８ ３０ 省略

６９ ２９ 省略 ６９ ３１ 省略

７０ ２９ 省略 ７０ ３１ 省略

７１ ３０ 省略 ７１ ３２ 省略

７２ ３０ 省略 ７２ ３２ 省略

７３ ３１ 省略 ７３ ３３ 省略

７４ ３１ 省略 ７４ ３３ 省略

７５ ３２ 省略 ７５ ３４ 省略

７６ ３２ 省略 ７６ ３４ 省略
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２

７７ ３３ 省略 ７７ ３５ 省略

７８ ３３ 省略 ７８ ３５ 省略

７９ ３４ 省略 ７９ ３６ 省略

８０ ３４ 省略 ８０ ３６ 省略

８１ ３５ 省略 ８１ ３７ 省略

８２ ３５ 省略 ８２ ３７ 省略

８３ ３６ 省略 ８３ ３８ 省略

８４ ３６ 省略 ８４ ３８ 省略

８５ ３７ 省略 ８５ ３９ 省略

８６ ３７ 省略 ８６ ３９ 省略

８７ ３８ 省略 ８７ ４０ 省略

８８ ３８ 省略 ８８ ４０ 省略

８９ ３９ 省略 ８９ ４１ 省略

９０ ３９ 省略 ９０ ４１ 省略

９１ ４０ 省略 ９１ ４２ 省略

９２ ４０ 省略 ９２ ４２ 省略

９３ ４１ 省略 ９３ ４３ 省略

９４～１２５ 省略 ９４～１２５ 省略

２ 省略

３ 研究職給料表昇格時号給対応表

２ 省略

３ 研究職給料表昇格時号給対応表

昇格した日

の前日に受

けていた号

給

昇格後の号給 昇格した日

の前日に受

けていた号

給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ５級 ２級 ３級 ４級 ５級

１～５３ 省略 １～５３ 省略

５４ ２５ 省略 ５４ ２６ 省略

５５ ２６ 省略 ５５ ２７ 省略

５６ ２６ 省略 ５６ ２８ 省略

５７ ２７ 省略 ５７ ２９ 省略

５８ ２７ 省略 ５８ ２９ 省略

５９ ２８ ２１ 省略 ５９ ２９ ２２ 省略

６０ ２８ 省略 ６０ ３０ 省略

６１ ２９ ２２ 省略 ６１ ３０ ２３ 省略

６２ ２９ ２２ 省略 ６２ ３０ ２３ 省略

６３ ３０ ２３ 省略 ６３ ３１ ２４ 省略

６４ ３０ ２３ 省略 ６４ ３１ ２４ 省略

６５ ３１ ２３ 省略 ６５ ３１ ２５ 省略

６６ ３１ ２４ 省略 ６６ ３２ ２５ 省略

６７ ３２ ２４ 省略 ６７ ３２ ２５ 省略

６８ ３２ ２４ 省略 ６８ ３２ ２６ 省略

６９ ３３ ２５ 省略 ６９ ３３ ２６ 省略

７０ ３３ ２５ 省略 ７０ ３３ ２６ 省略

７１ ３４ ２６ 省略 ７１ ３４ ２７ 省略

７２ ３４ ２６ 省略 ７２ ３４ ２７ 省略
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３

７３ 省略 ７３ 省略

７４ ３５ ２７ 省略 ７４ ３５ ２８ 省略

７５～８５ 省略 ７５～８５ 省略

８６ ４１ 省略 ８６ ４２ 省略

８７ ４２ 省略 ８７ ４３ 省略

８８ ４２ 省略 ８８ ４４ 省略

８９ ４３ 省略 ８９ ４５ 省略

９０ ４３ 省略 ９０ ４５ 省略

９１ ４４ 省略 ９１ ４６ 省略

９２ ４４ 省略 ９２ ４６ 省略

９３ ４５ 省略 ９３ ４７ 省略

９４ ４６ 省略 ９４ ４７ 省略

９５ ４７ 省略 ９５ ４８ 省略

９６～１０１ 省略 ９６～１０１ 省略

１０２ ５３ 省略 １０２ ５４ 省略

１０３ ５４ 省略 １０３ ５５ 省略

１０４ ５４ 省略 １０４ ５６ 省略

１０５ ５５ 省略 １０５ ５７ 省略

１０６ ５５ 省略 １０６ ５７ 省略

１０７ ５６ 省略 １０７ ５７ 省略

１０８ ５６ 省略 １０８ ５８ 省略

１０９ ５７ 省略 １０９ ５８ 省略

１１０ ５７ 省略 １１０ ５８ 省略

１１１ ５７ 省略 １１１ ５９ 省略

１１２ ５８ 省略 １１２ ５９ 省略

１１３ ５８ 省略 １１３ ５９ 省略

１１４ ５８ 省略 １１４ ６０ 省略

１１５ ５９ 省略 １１５ ６０ 省略

１１６ ５９ 省略 １１６ ６０ 省略

１１７ ５９ 省略 １１７ ６１ 省略

１１８ ６０ 省略 １１８ ６１ 省略

１１９ ６０ 省略 １１９ ６２ 省略

１２０ ６０ 省略 １２０ ６２ 省略

１２１ ６１ 省略 １２１ ６３ 省略

４ 医療職給料表�昇格時号給対応表 ４ 医療職給料表�昇格時号給対応表

昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給 昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ２級 ３級 ４級

１～５０ 省略 １～５０ 省略

５１ ２７ 省略 ５１ ２８ 省略

５２ ２７ 省略 ５２ ２８ 省略

５３ ２８ 省略 ５３ ２９ 省略

５４ ２８ 省略 ５４ ２９ 省略

５５ ２８ 省略 ５５ ２９ 省略

５６ ２８ 省略 ５６ ２９ 省略
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４

５７ ２９ 省略 ５７ ３０ 省略

５８ ２９ 省略 ５８ ３０ 省略

５９ ２９ 省略 ５９ ３０ 省略

６０ 省略 ６０ 省略

６１ ３０ 省略 ６１ ３１ 省略

６２ ３０ 省略 ６２ ３１ 省略

６３・６４ 省略 ６３・６４ 省略

６５ ３１ 省略 ６５ ３２ 省略

６６～９７ 省略 ６６～９７ 省略

５ 医療職給料表�昇格時号給対応表 ５ 医療職給料表�昇格時号給対応表

昇格した日

の前日に受

けていた号

給

昇格後の号給 昇格した日

の前日に受

けていた号

給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１～６５ 省略 １～６５ 省略

６６ ３７ 省略 ６６ ３８ 省略

６７ ３８ 省略 ６７ ３９ 省略

６８ ３８ 省略 ６８ ４０ 省略

６９ ３９ 省略 ６９ ４１ 省略

７０ ３９ 省略 ７０ ４１ 省略

７１ ４０ 省略 ７１ ４１ 省略

７２ ４０ 省略 ７２ ４２ 省略

７３ ４１ 省略 ７３ ４２ 省略

７４ ４１ 省略 ７４ ４２ 省略

７５ ４２ 省略 ７５ ４３ 省略

７６ ４２ 省略 ７６ ４３ 省略

７７ 省略 ７７ 省略

７８ ４３ 省略 ７８ ４４ 省略

７９～１１３ 省略 ７９～１１３ 省略

６ 省略

７ 中学校・小学校教育職員給料表昇格時号給対応表

６ 省略

７ 中学校・小学校教育職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給 昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ２級 ３級 ４級

１～５０ 省略 １～５０ 省略

５１ ４１ 省略 ５１ ４２ 省略

５２ 省略 ５２ 省略

５３ ４２ 省略 ５３ ４３ 省略

５４ ４２ 省略 ５４ ４３ 省略

５５ ４３ 省略 ５５ ４４ 省略

５６ ４３ 省略 ５６ ４４ 省略

５７ ４３ 省略 ５７ ４５ 省略

５８ ４４ 省略 ５８ ４５ 省略

５９ ４４ 省略 ５９ ４５ 省略

６０ ４４ 省略 ６０ ４６ 省略
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５

６１ ４５ 省略 ６１ ４６ 省略

６２ ４５ 省略 ６２ ４６ 省略

６３ ４６ 省略 ６３ ４７ 省略

６４ ４６ 省略 ６４ ４７ 省略

６５ 省略 ６５ 省略

６６ ４７ 省略 ６６ ４８ 省略

６７～６９ 省略 ６７～６９ 省略

７０ ４９ 省略 ７０ ５０ 省略

７１ ５０ 省略 ７１ ５１ 省略

７２ ５０ 省略 ７２ ５２ 省略

７３ ５１ 省略 ７３ ５３ 省略

７４ ５１ 省略 ７４ ５３ 省略

７５ ５２ 省略 ７５ ５４ 省略

７６ ５２ 省略 ７６ ５４ 省略

７７ ５３ 省略 ７７ ５５ 省略

７８ ５３ 省略 ７８ ５５ 省略

７９ ５４ 省略 ７９ ５６ 省略

８０ ５４ 省略 ８０ ５６ 省略

８１ ５５ 省略 ８１ ５７ 省略

８２ ５５ 省略 ８２ ５７ 省略

８３ ５６ 省略 ８３ ５８ 省略

８４ ５６ 省略 ８４ ５８ 省略

８５ ５７ 省略 ８５ ５９ 省略

８６ ５８ 省略 ８６ ５９ 省略

８７ ５９ 省略 ８７ ６０ 省略

８８～１５７ 省略 ８８～１５７ 省略

７の２・７の３ 省略

８ 高等学校等教育職員給料表昇格時号給対応表

７の２・７の３ 省略

８ 高等学校等教育職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給 昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ２級 ３級 ４級

１～５８ 省略 １～５８ 省略

５９ ３３ 省略 ５９ ３４ 省略

６０ 省略 ６０ 省略

６１ ３４ 省略 ６１ ３５ 省略

６２ ３４ 省略 ６２ ３５ 省略

６３ ３５ 省略 ６３ ３６ 省略

６４ ３５ 省略 ６４ ３６ 省略

６５ ３５ 省略 ６５ ３７ 省略

６６ ３６ 省略 ６６ ３７ 省略

６７ ３６ 省略 ６７ ３８ 省略

６８ ３６ 省略 ６８ ３８ 省略

６９ ３７ 省略 ６９ ３９ 省略

７０ ３８ 省略 ７０ ３９ 省略

７１ ３９ 省略 ７１ ４０ 省略
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附 則

この規則は、令和５年４月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７―１２４８
期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和４年１２月２３日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則

第１条 期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―２０４）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（勤勉手当の成績率）

第１４条 法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第

１項若しくは第２項の規定により採用された職員（次条において

「再任用職員」という。）以外の職員の成績率は、当該職員の職

務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づ

き、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号

に定める割合の範囲内を基本として、任命権者が定めるものとす

る。ただし、任命権者は、その所属の職員給与条例第１９条の４第

１項又は教育職員給与条例第１９条の４第１項の職員が著しく少数

であること等の事情により、第１号及び第２号に定める成績率に

よることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いを

（勤勉手当の成績率）

第１４条 法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第

１項若しくは第２項の規定により採用された職員（次条において

「再任用職員」という。）以外の職員の成績率は、当該職員の職

務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づ

き、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号

に定める割合の範囲内を基本として、任命権者が定めるものとす

る。ただし、任命権者は、その所属の職員給与条例第１９条の４第

１項又は教育職員給与条例第１９条の４第１項の職員が著しく少数

であること等の事情により、第１号及び第２号に定める成績率に

よることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いを

７２～８１ 省略 ７２～８１ 省略

８２ ４５ 省略 ８２ ４６ 省略

８３ ４６ 省略 ８３ ４７ 省略

８４ ４６ 省略 ８４ ４８ 省略

８５ ４７ 省略 ８５ ４９ 省略

８６ ４７ 省略 ８６ ４９ 省略

８７ ４８ 省略 ８７ ５０ 省略

８８ ４８ 省略 ８８ ５０ 省略

８９ ４９ 省略 ８９ ５１ 省略

９０ ４９ 省略 ９０ ５１ 省略

９１ ５０ 省略 ９１ ５２ 省略

９２ ５０ 省略 ９２ ５２ 省略

９３ ５１ 省略 ９３ ５３ 省略

９４ ５１ 省略 ９４ ５３ 省略

９５ ５２ 省略 ９５ ５３ 省略

９６ ５２ 省略 ９６ ５４ 省略

９７ ５３ 省略 ９７ ５４ 省略

９８ ５３ 省略 ９８ ５４ 省略

９９ ５４ 省略 ９９ ５５ 省略

１００ ５４ 省略 １００ ５５ 省略

１０１ 省略 １０１ 省略

１０２ ５５ 省略 １０２ ５６ 省略

１０３～１５３ 省略 １０３～１５３ 省略

改 正 後 改 正 前
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第２条 期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

することができる。

� 勤務成績が特に優秀な職員 １００分の１２５以上１００分の２１０以下

（職員給与条例第１９条第２項に規定する特定幹部職員（以下こ

の条及び次条において「特定幹部職員」という。）にあつて

は、１００分の１４９以上１００分の２５０以下）

� 勤務成績が優秀な職員 １００分の１１３．５以上１００分の１２５未満

（特定幹部職員にあつては、１００分の１３４．５以上１００分の１４９未

満）

� 勤務成績が良好な職員 １００分の１０２（特定幹部職員にあつて

は、１００分の１２２）

� 勤務成績が良好でない職員 １００分の９３．５以下（特定幹部職

員にあつては、１００分の１１２．５以下）

２ 前項第１号の場合において、当該職員（特定幹部職員を除

く。）が業務成績の向上、能率の増進、発明考案等により、職務

上特に功績があり、表彰を受けた場合又はこれに準ずる場合の成

績率は、１００分の２１０とする。

３ 省略

第１４条の２ 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督

する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次

の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範

囲内を基本として、任命権者が定めるものとする。

� 勤務成績が優秀な職員 １００分の５２以上（特定幹部職員にあ

つては、１００分の６２以上）

� 勤務成績が良好な職員 １００分の４８．５（特定幹部職員にあつ

ては、１００分の５８．５）

� 勤務成績が良好でない職員 １００分の４６．５以下（特定幹部職

員にあつては、１００分の５６．５以下）

２ 省略

することができる。

� 勤務成績が特に優秀な職員 １００分の１１５以上１００分の１９０以下

（職員給与条例第１９条第２項に規定する特定幹部職員（以下こ

の条及び次条において「特定幹部職員」という。）にあつて

は、１００分の１３９以上１００分の２３０以下）

� 勤務成績が優秀な職員 １００分の１０３．５以上１００分の１１５未満

（特定幹部職員にあつては、１００分の１２４．５以上１００分の１３９未

満）

� 勤務成績が良好な職員 １００分の９２ （特定幹部職員にあつて

は、１００分の１１２）

� 勤務成績が良好でない職員 １００分の８３．５以下（特定幹部職

員にあつては、１００分の１０２．５以下）

２ 前項第１号の場合において、当該職員（特定幹部職員を除

く。）が業務成績の向上、能率の増進、発明考案等により、職務

上特に功績があり、表彰を受けた場合又はこれに準ずる場合の成

績率は、１００分の１９０とする。

３ 省略

第１４条の２ 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督

する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次

の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範

囲内を基本として、任命権者が定めるものとする。

� 勤務成績が優秀な職員 １００分の４７以上（特定幹部職員にあ

つては、１００分の５７以上）

� 勤務成績が良好な職員 １００分の４３．５（特定幹部職員にあつ

ては、１００分の５３．５）

� 勤務成績が良好でない職員 １００分の４１．５以下（特定幹部職

員にあつては、１００分の５１．５以下）

２ 省略

（勤勉手当の成績率）

第１４条 法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第

１項若しくは第２項の規定により採用された職員（次条において

「再任用職員」という。）以外の職員の成績率は、当該職員の職

務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づ

き、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号

に定める割合の範囲内を基本として、任命権者が定めるものとす

る。ただし、任命権者は、その所属の職員給与条例第１９条の４第

１項又は教育職員給与条例第１９条の４第１項の職員が著しく少数

であること等の事情により、第１号及び第２号に定める成績率に

よることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いを

することができる。

� 勤務成績が特に優秀な職員 １００分の１１９以上１００分の２００以下

（職員給与条例第１９条第２項に規定する特定幹部職員（以下こ

の条及び次条において「特定幹部職員」という。）にあつて

は、１００分の１４３以上１００分の２４０以下）

� 勤務成績が優秀な職員 １００分の１０７．５以上１００分の１１９未満

（特定幹部職員にあつては、１００分の１２８．５以上１００分の１４３未

満）

� 勤務成績が良好な職員 １００分の９６ （特定幹部職員にあつて

（勤勉手当の成績率）

第１４条 法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第

１項若しくは第２項の規定により採用された職員（次条において

「再任用職員」という。）以外の職員の成績率は、当該職員の職

務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づ

き、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号

に定める割合の範囲内を基本として、任命権者が定めるものとす

る。ただし、任命権者は、その所属の職員給与条例第１９条の４第

１項又は教育職員給与条例第１９条の４第１項の職員が著しく少数

であること等の事情により、第１号及び第２号に定める成績率に

よることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いを

することができる。

� 勤務成績が特に優秀な職員 １００分の１２５以上１００分の２１０以下

（職員給与条例第１９条第２項に規定する特定幹部職員（以下こ

の条及び次条において「特定幹部職員」という。）にあつて

は、１００分の１４９以上１００分の２５０以下）

� 勤務成績が優秀な職員 １００分の１１３．５以上１００分の１２５未満

（特定幹部職員にあつては、１００分の１３４．５以上１００分の１４９未

満）

� 勤務成績が良好な職員 １００分の１０２（特定幹部職員にあつて

改 正 後 改 正 前
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附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和５年４月１日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第１４条第１項及び第２項並びに第１４条の２第１項の規定は、

令和４年１２月１日から適用する。

は、１００分の１１６）

� 勤務成績が良好でない職員 １００分の８７．５以下（特定幹部職

員にあつては、１００分の１０６．５以下）

２ 前項第１号の場合において、当該職員（特定幹部職員を除

く。）が業務成績の向上、能率の増進、発明考案等により、職務

上特に功績があり、表彰を受けた場合又はこれに準ずる場合の成

績率は、１００分の２００とする。

３ 省略

第１４条の２ 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督

する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次

の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範

囲内を基本として、任命権者が定めるものとする。

� 勤務成績が優秀な職員 １００分の４９以上（特定幹部職員にあ

つては、１００分の５９以上）

� 勤務成績が良好な職員 １００分の４５．５（特定幹部職員にあつ

ては、１００分の５５．５）

� 勤務成績が良好でない職員 １００分の４３．５以下（特定幹部職

員にあつては、１００分の５３．５以下）

２ 省略

は、１００分の１２２）

� 勤務成績が良好でない職員 １００分の９３．５以下（特定幹部職

員にあつては、１００分の１１２．５以下）

２ 前項第１号の場合において、当該職員（特定幹部職員を除

く。）が業務成績の向上、能率の増進、発明考案等により、職務

上特に功績があり、表彰を受けた場合又はこれに準ずる場合の成

績率は、１００分の２１０とする。

３ 省略

第１４条の２ 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督

する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次

の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範

囲内を基本として、任命権者が定めるものとする。

� 勤務成績が優秀な職員 １００分の５２以上（特定幹部職員にあ

つては、１００分の６２以上）

� 勤務成績が良好な職員 １００分の４８．５（特定幹部職員にあつ

ては、１００分の５８．５）

� 勤務成績が良好でない職員 １００分の４６．５以下（特定幹部職

員にあつては、１００分の５６．５以下）

２ 省略

令和４年１２月２３日 発行


